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○

犯
罪
利
用
預
金
口
座
等
に
係
る
資
金
に
よ
る
被
害
回
復
分
配
金
の
支
払
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
年
内
閣
府
、
財
務
省
、
厚
生
労
働
省
、
農
林
水
産

省
、
経
済
産
業
省
令
第
一
号
）改

正

案

現

行

（
申
請
書
に
添
付
す
べ
き
資
料
）

（
申
請
書
に
添
付
す
べ
き
資
料
）

第
十
八
条

申
請
書
に
添
付
す
べ
き
資
料
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

第
十
八
条

申
請
書
に
添
付
す
べ
き
資
料
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

申
請
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
申
請
人
（
申
請
人
が
法
人
等
で
あ
る
場
合
に

一

申
請
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
申
請
人
（
申
請
人
が
法
人
等
で
あ
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
又
は
管
理
人
）
及
び
申
請
人
の
代
理
人
（
弁
護
士

あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
又
は
管
理
人
）
及
び
申
請
人
の
代
理
人
（
弁
護
士

及
び
弁
護
士
法
人
並
び
に
司
法
書
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
九
十
七

及
び
弁
護
士
法
人
並
び
に
司
法
書
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
九
十
七

号
）
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
司
法
書
士
及
び
同
項
に
規
定
す
る
簡
裁
訴

号
）
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
司
法
書
士
及
び
同
項
に
規
定
す
る
簡
裁
訴

訟
代
理
等
関
係
業
務
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
司
法
書
士
法
人
を
除
く
。

訟
代
理
等
関
係
業
務
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
司
法
書
士
法
人
を
除
く
。

）
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所
と
同
一
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所
が

）
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所
と
同
一
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所
が

記
載
さ
れ
て
い
る
運
転
免
許
証
等
（
運
転
免
許
証
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民

記
載
さ
れ
て
い
る
運
転
免
許
証
等
（
運
転
免
許
証
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民

認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
第
十
九
条
の
三
に
規
定
す

認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
第
十
九
条
の
三
に
規
定
す

る
在
留
カ
ー
ド
、
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し

る
在
留
カ
ー
ド
、
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し

た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
一
号
）

た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
一
号
）

第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
別
永
住
者
証
明
書
又
は
行
政
手
続
に
お
け
る

第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
別
永
住
者
証
明
書
又
は
住
民
基
本
台
帳
法
（

特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二

昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
三
十
条
の
四
十
四
第
一
項
に
規
定
す

十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
カ
ー
ド

る
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
申
請
の
日
に
お
い
て

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
申
請
の
日
に
お
い
て
有
効
な
も
の
の
写
し
そ
の

有
効
な
も
の
の
写
し
そ
の
他
こ
れ
ら
の
者
が
本
人
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る

他
こ
れ
ら
の
者
が
本
人
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
に
足
り
る
書
類
（
以
下
「

に
足
り
る
書
類
（
以
下
「
自
然
人
に
係
る
本
人
確
認
書
類
」
と
い
う
。
）

自
然
人
に
係
る
本
人
確
認
書
類
」
と
い
う
。
）
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二
～
八

（
略
）

二
～
八

（
略
）

2



附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
命
令
は
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
附
則
第
一
条

第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
八
年
一
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
命
令
に
よ
る
改
正
後
の
犯
罪
利
用
預
金
口
座
等
に
係
る
資
金
に
よ
る
被
害
回
復
分
配
金
の
支
払
等
に
関
す
る
法

律
施
行
規
則
第
十
八
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用

等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
番
号
利
用
法
整
備
法
」

と
い
う
。
）
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
。
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
「
旧
住
民
基
本
台
帳
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
条
の
四
十
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
住
民
基
本
台
帳
カ

ー
ド
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
番
号
利
用
法
整

備
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
旧
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
四
十
四
第

九
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
効
力
を
失
う
時
又
は
当
該
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
の
交
付
を
受
け
た
者
が
行
政
手
続
に
お
け
る
特

3



定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
個
人
番
号
カ
ー
ド
（
同
法

第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
交
付
を
受
け
る
時
の
い
ず
れ

か
早
い
時
ま
で
の
間
は
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
と
み
な
す
。
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